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内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
に
閣
議
決
定
し
た
衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
鳩
山
内
閣
の
政
治
主
導
に
関
わ
る
経

費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
時
点
で
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
、
民

主
党
事
務
局
職
員
二
十
五
人
を
採
用
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
性
格
に
つ
い
て

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
は
、
国
家
公
務
員
法
第
三
章
第
七
節
、
法
第
九
十
六
条
か

ら
第
百
六
条
に
規
定
す
る
服
務
の
規
定
に
よ
り
、
職
務
専
念
義
務
、
守
秘
義
務
、
政
治
的
中
立
性
等
を
求
め
ら
れ
る
一
般
職

公
務
員
で
あ
る
の
か
。

二

民
主
党
事
務
局
職
員
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
さ
せ
る
こ
と
の
意
義
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

三

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
在
籍
者
に
つ
い
て

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
年
齢
、
勤
務
形
態
（
常
勤
、
非

常
勤
の
区
別
。
以
下
同
じ
）
及
び
職
歴
を
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
は
在
籍
す
る
の
か
。

一



在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
年
齢
、
勤
務
形
態
及
び
職
歴
を
各
省
庁
別
に
全
て
明
示
さ
れ
た

い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
内
閣
官
房
で
の
役
職
、
所
掌
事
務
の
範
囲
（
担
当
部

局
の
明
示
を
含
む
。
）
、
部
下
の
有
無
及
び
そ
の
人
数
を
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職

員
ご
と
に
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別

に
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。

四

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
待
遇
に
つ
い
て

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
対
し
国
か
ら
給
与
の
支
給
は
あ
る
の
か
。
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
民
主
党
事
務
局
職
員
と
の
兼
職
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
も
し
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
民
主
党
か
ら

給
与
等
の
金
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
か
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
対
し
国
か
ら
各
種
手
当
（
何
か
し
ら
の
金
銭
の
給
付

を
含
む
。
以
下
同
じ
）
の
支
給
は
あ
る
の
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
支
給
さ
れ
る
各
種
手
当
の
細
目
を
全
て
明
示
し
た
う
え

で
、
支
給
し
た
各
種
手
当
の
細
目
、
合
計
金
額
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
ご
と
に

二



全
て
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
全
て
明

示
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
勤
務
状
況
（
常
勤
、
非
常
勤
を
問
わ
ず
一
日
あ
た
り

の
勤
務
時
間
、
一
月
あ
た
り
の
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数
、
現
在
ま
で
の
合
計
勤
務
時
間
及
び
合
計
勤
務
日
数
、
配
属
部

局
及
び
実
際
に
勤
務
し
て
い
る
部
局
）
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
ご
と

に
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
全
て

明
示
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
は
、
公
用
車
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
。
公
用
車
が

支
給
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
車
種
、
台
数
を
全
て
明
示
し
た
う
え
で
、
運
転
手
の
人
件
費
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
示
さ

れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
全
て
明
示
さ
れ
た

い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
が
出
張
を
す
る
と
国
か
ら
旅
費
、
手
当
等
は
支
払
わ
れ

る
の
か
。
支
払
わ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
出
張
先
、
出
張
目
的
、
旅
費
、
手
当
を
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
公
費
出

三



張
中
に
政
治
団
体
（
民
主
党
、
社
民
党
、
国
民
新
党
の
各
県
連
、
各
支
部
、
各
地
方
組
織
、
各
関
係
組
織
及
び
労
働
組
合

を
含
む
。
以
下
同
じ
）
又
は
こ
れ
ら
が
開
催
す
る
会
合
等
に
立
ち
寄
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
当

該
職
員
ご
と
に
氏
名
、
日
付
、
出
張
目
的
、
出
張
先
及
び
立
ち
寄
っ
た
政
治
団
体
又
は
こ
れ
ら
が
開
催
す
る
会
合
等
を
全

て
明
示
し
た
う
え
で
、
移
動
手
段
（
航
空
機
、
新
幹
線
、
公
用
車
の
使
用
の
有
無
及
び
航
空
機
、
新
幹
線
に
つ
い
て
は
座

席
ク
ラ
ス
の
明
示
を
含
む
）
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。

五

国
家
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
に
つ
い
て

�

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
以
前
に
政
党
事
務
局
職
員
が
、
政
党
に
籍
を
残
し
た
ま
ま
内
閣
官
房
に
在
籍
し
た
こ
と
は

あ
る
か
。
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
党
事
務
局
職
員
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
さ
せ
る
理
由
及
び
人
選
の
基

準
を
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
示
さ
れ

た
い
。

�

民
主
党
事
務
局
職
員
を
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
在
籍
さ
せ
る
際
に
身
上
調
査
を
実
施
し
た
の
か
。
実
施
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
調
査
方
法
を
明
示
さ
れ
た
い
。
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各

四



省
庁
別
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
内
閣
官
房
を
含
め
各
省
庁
に
在
籍
し
て
い
る
民
主
党
事
務
局
職
員
に
罰
金
以
上
の
刑
を

受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
い
る
か
（
氏
名
不
要
）
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
の
使
用
す
る
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
の
管
理
は

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
特
定
の
政
党
に
情
報
が
流
出
し
な
い
よ
う
な
特
段
の
注
意
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
そ
の
使
用
料
金
の
支
払
い
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
各
省
庁
に
民
主
党
事
務
局
職
員
が
在
籍
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
各
省
庁
別
に
伺
い
た
い
。

�

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
と
し
て
勤
務
す
る
民
主
党
事
務
局
職
員
が
、
特
定
の
団
体
（
政
党
、
政
治
団
体
及
び
労
働
組
合

を
含
む
）
に
偏
し
た
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
担
保
は
あ
る
の
か
。
も
し
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
違
反
し
た
際

に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
あ
る
も
の
な
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


